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パターン番号 15

注２

対象工（業）種

工種

　本案件は、低入札価格調査対象案件

総合評価方式個別説明書　（特別簡易型）

総
合
評
価
方
式
の
入
札
に
関
す
る
事
項

工事番号 　東下第33号

工事名 　西野処理分区枝線24下水道工事

総合評価の型式 　特別簡易型 Ⅱ型 ＴＫＡ２(土木・舗装 ほか）

　　　　　　　　　　※２
技術資料の提出

提出期限

提出書類

令和6年4月5日 8時30分～令和6年4月10日17時00分

提出書類 本公告に添付の「技術評価点自己評価表　（別記様式１号）

提出方法
新潟市ホームページ【事業者の方へ・電子申請＞申請・届出の総合窓口】
の電子申請システム （https://info-navi.city.niigata.lg.jp/navi/govTop.do）

下記の「落札候補者の提出資料について」に掲げる書類

提出方法

　　　　　　   　　※１
 技術評価点自己評価

表の提出

提出期間

落札候補者とする宣言又は通知を受けた日の翌日（土日、祝日など閉庁日は除く）

注１

本庁契約課発注案件は技術管理課へ持参、区役所発注案件は区役所契約担当課へ持参

工
事
成
績
平
均
点

対　象　期　間

公告年月日 工事成績評定点対象しゅん工年月日

低入札価格調査

令和5年4月1日～令和5年4月30日　➠ 平成30年4月1日～令和5年1月31日

令和5年5月1日～令和6年3月31日　➠ 平成30年4月1日～令和5年3月31日

 土木一式（下水道管更生を除く）

総合評価結果の公開

公開予定期日
原則、開札日の翌々日とする。
ただし低入札価格調査対象案件と関連した場合はこの限りではない。

公開場所
新潟市ホームページ【産業・経済・ビジネス＞入札・契約＞入札・契約（建設工事・建
設コンサルタント）＞案件情報＞入札・契約情報】
（http://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/nyusatsu/index.html）

評価結果の疑義照会

照会期間 公開日の翌々日の17時まで（土日、祝日など閉庁日は除く）

照会方法
評価結果に関する疑義内容を電子メールにより技術管理課へ照会
（メールアドレス；gijutsu@city.niigata.lg.jp）

技
術
評
価
に
関
す
る
事
項

評価項目及び配点 　添付の「技術評価点自己評価表」に示す項目及び配点

優良工事表彰等
優良工事表彰等は、新潟市優良工事表彰実施要
領（細目）を基に定める右記工種により評価する。

評価する工事は、次の施工内容を含む工事とする。
・開削工法により下水道管渠を延長Ｌ＝４００ｍ以上施工

　※　なお、評価は一契約単位で行います。

「評価する対象工事」は、同種工事と同じ。

土木一式（下水道は開削のみを
含みその他の推進、管更生等を
除く）

同
種
工
事

企業の工事成績

評価する工事は、次の施工内容を含む工事とする。
・開削工法により下水道管渠を延長Ｌ＝２００ｍ以上施工

配置予定技術者
の工事成績

　※　なお、評価は一契約単位で行います。

同
種
・
類
似
工
事

企業の施工実績

配置予定技術者
の施工実績

評価対象区 江南区 (工事施工場所と同一区内として評価する区）

R5.4.1 以降

https://info-navi.city.niigata.lg.jp/navi/govTop.do
http://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/nyusatsu/index.html
mailto:gijutsu@city.niigata.lg.jp
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総合評価方式個別説明書　（特別簡易型）R5.4.1 以降
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共通事項

注　１
注
　
意
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す
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評価項目として設定
され、該当する場合

ボランティア活動による地域貢献の実績（別記様式６－２号）

提出した技術評価点自己評価表が有効か無効かという取扱いについて、市からお知らせしま
せん。また、照会にもお応えしません。

落札候補者となった者が提出しなければならない別記様式４～６－２号については、新潟市
ホームページ【産業・経済・ビジネス＞試行要領】
（http://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/sougou/sougou_trial.html）よりダウンロードし
てください。

「受理」若しくは「不受理」の結果は、受付処理後メールでお知らせします。

提出期間内に技術評価点自己評価表を複数提出した場合、提出期間内において、一番最後
に届いたものを評価します。
（最初に提出した自己評価表が有効であっても、最後に提出した自己評価表が無効の場合
は、失格扱いとします。ご注意ください。）

周
知
事
項

※１
入札参加者
の提出資料

について

新潟市総合評価方式試行要領　第１１条に規定するものです。 提出が必要なもの

※２

提出が必要なもの

障がい者雇用チェックシート（別記様式６－１号）

地域・社会貢献度等確認資料（別記様式６号） ☑

技術評価点自己評価表（別記様式１号） ☑

☑

新潟市総合評価方式試行要領　第１７条に規定するものです。

上記の②及び③の書面に記載した内容を証明する資料
ただし、④、⑤及びそれらを証明する資料は、評価項目として設定さ
れ、該当する場合に提出が必要です。

☑

技術資料の提出について（別記様式４号） ☑

企業の技術力及び配置予定技術者の能力確認資料（別記様式５号）

注　２

技術評価点自己評価表及び簡易な施工計画書を提出する「電子申請システム」は、「電子入
札システム」とは異なります。ご注意ください。

技術評価点自己評価表及び簡易な施工計画書の提出は、電子申請システムによる提出を原
則としますが、入札参加者が使用する機器(パソコン）等に不慮の障害が発生するなど一定の
条件に合致する場合、紙ベースでの提出が可能です。
詳しくは、新潟市ホームページ【産業・経済・ビジネス＞土木・建築＞建設工事総合評価方式
＞総合評価方に関するお知らせ】
（http://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/sougou/important.html）をご覧ください。

様式について

評価項目として設定
され、該当する場合

落札候補者
の提出資料

について

別掲「自己評価にあたっての留意事項」を参照し記入してください。なお、「自己評価にあたっての留
意事項」は随時更新することがありますので、最新のものを参照してください。
新潟市ホームページ【産業・経済・ビジネス＞土木・建築＞建設工事総合評価方式＞総合評価に関
するお知らせ】
（http://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/sougou/important.html）をご覧ください。

要領・様式等は随時更新することがありますので、最新のものをご利用ください。

記載内容に虚偽があった場合は、指名停止となる場合がありますのでご注意ください。

総合評価方式において配置予定技術者を兼任する場合の手続きについては、「総合評価方
式において配置予定技術者を兼任する場合の手続き及び監理技術者補佐の施工実績等の
取扱いについて」をご確認ください。
詳しくは、新潟市ホームページ【産業・経済・ビジネス＞土木・建築＞建設工事総合評価方式
＞総合評価に関するお知らせ】
（http://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/sougou/important.html）をご覧ください。

提出期間内に技術評価点自己評価表等の提出がない場合や不備がある場合は、失格としま
す。
ただし、新潟市電子入札実施要領第５条による辞退届を提出した場合は、辞退の扱いとしま
す。

電子署名の認証が正しく行われていないものは、不受理とします。

提出期間以外に届いたものは、不受理とします。

http://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/sougou/sougou_trial.html
http://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/sougou/important.html
http://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/sougou/important.html
http://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/sougou/important.html

